
11
月
19
～
20
日
、
札
幌
市
で
幹

事
会
を
開
き
、
21
人
が
参
加
し
た
。

武
山
代
表
幹
事
は
「
秋
期
闘
争

で
は
、
人
勧
の
プ
ラ
ス
改
定
と
扶

養
手
当
の
見
直
し
を
切
り
離
し
て

交
渉
で
き
ず
多
く
の
単
組
で
人
勧

ど
お
り
と
な
っ
た
。
今
後
は
人
事

院
に
不
利
な
勧
告
を
出
さ
せ
な
い

取
り
組
み
も
重
要
に
な
る
。
こ
の

１
年
間
の
た
た
か
い
で
意
識
し
た

い
こ
と
を
意
思
統
一
し
よ
う
」
と

述
べ
あ
い
さ
つ
し
た
。

ま
た
、
道
本
部
を
代
表
し
て
、

山
木
財
政
局
長
（
全
国
町
村
評
議

長
）
が
出
席
し
「
こ
の
間
、
町
村

連
は
賃
金
闘
争
に
こ
だ
わ
り
運
動

を
進
め
て
き
た
。
要
求
・

交
渉
・
妥
結
・
書
面
協
定

と
い
う
交
渉
サ
イ
ク
ル
を

確
立
し
、
各
単
組
で
し
っ

か
り
当
局
と
交
渉
す
る
こ

と
に
こ
だ
わ
っ
て
ほ
し
い
」

と
述
べ
あ
い
さ
つ
し
た
。

幹
事
会
で
は
「
２
０
１

７
年
度
町
村
連
幹
事
会
体

制
」
に
つ
い
て
、
音
威
子

府
村
職
・
高
橋
利
玄
さ
ん

と
遠
別
町
職
・
柿
崎
克
之

さ
ん
を
副
代
表
幹
事
と
し

て
選
出
す
る
こ
と
を
確
認

し
、
「
２
０
１
７
年
度
の

運
動
課
題
と
具
体
的
な
取

り
組
み
」
「
秋
期
闘
争
の

各
単
組
に
お
け
る
状
況
」

を
協
議
・
議
論
し
、
２
月
17
日
に

東
京
都
で
開
か
れ
る
「
第
38
回
全

国
町
村
職
総
決
起
集
会
」
へ
の
対

応
を
は
じ
め
、
当
面
す
る
課
題
に

つ
い
て
協
議
し
た
。

あ
わ
せ
て
、
「
市
町
村
共
済
組

合
と
自
治
労
の
関
係
」
に
つ
い
て
、

市
町
村
共
済
組
合
が
で
き
た
歴
史

や
経
過
、
今
後
の
課
題
な
ど
に
つ

い
て
学
習
を
深
め
た
。

斜
里
町
労
連
・
武
山
和
史

町
村
職
で

は
、
近
年
の

管
理
職
登
用

の
若
年
化
や

新
規
採
用
の
増
加
な
ど
か
ら
組
合

員
も
入
れ
替
わ
り
、
運
動
の
引
継

ぎ
が
進
ま
な
い
な
か
で
、
悩
み
な

が
ら
運
動
を
担
わ
ざ
る
を
得
な
い

役
員
が
増
え
て
い
る
と
い
う
状
況

も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
一
歩
で
も

運
動
を
前
進
さ
せ
る
た
め
に
も
、

来
年
２
月
17
日
の
第
38
回
全
国
町

村
職
総
決
起
集
会
と
３
月
の
町
村

職
学
習
会
に
全
町
村
単
組
が
結
集

し
な
が
ら
、
と
も
に
学
び
あ
い
町

村
職
の
運
動
を
強
化
す
る
た
め
、

と
も
に
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
！
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町
村
連

賃
金
闘
争
に
こ
だ
わ
る

発行元

自治労北海道本部

町村連絡会議

【当面のスケジュール〔予定〕】
〔2016年〕

12月17～18日 道本部町村連第2回幹事会（札幌市）

〔2017年〕

２月16日 全国町村職女性集会（東京都）

全国町村職総決起集会北海道団交流会（東京都）

２月17日 第38回全国町村職総決起集会（東京都）

３月11日 2017年度町村職学習会（札幌市）

３月12日 道本部町村連第3回幹事会（札幌市）

２
０
１
７
年
度
幹
事
の
紹
介
①

2017道本部町村連幹事会体制

代表幹事 武山 和史（斜里町労連）

副代表幹事 高橋 利玄（音威子府村職）

副代表幹事 柿崎 克之（遠別町職）

事務局長 佐古岡秀徳（京極町職）

事務局次長 森下 元（八雲町職労）

事務局次長 兼村 憲三（洞爺湖町労連）

事務局次長 樫野久美子（平取町職労）

担当四役 山木 紀彦（遠軽町労連）

※全国町村評議長

〔各地方本部選出幹事〕

【石狩地方本部】浦島 卓（当別町職）

【後志地方本部】酒井和歌子（泊村職）

【宗谷地方本部】 選 出 中

【渡島地方本部】小林 暁（七飯町労連）

【檜山地方本部】林 亮輔（せたな町職）

【空知地方本部】長原 康雄（雨竜町職労）

【胆振地方本部】中島 保（白老町職労）

【日高地方本部】瀧口 和成（日高町職）

【網走地方本部】森 智基（佐呂間町職労）

【十勝地方本部】 選 出 中

【釧根地方本部】松尾 昭夫（鶴居村職）

〔女性枠選出幹事〕

宇田 早織（日高地方本部・浦河町職労）

横山 順子（上川地方本部・当麻町職）

〔担当書記〕

引地 圭太（道本部政治部担当）

道
本
部
町
村
連
第
１
回
幹
事
会

連
載
企
画

幹事会には21人が参加した＝11月19日、自治労会館

■
代
表
幹
事



国
家
公
務
員
の
場
合
、
俸
給
月
額

お
よ
び
地
域
手
当
の
合
計
額
に
12
を

乗
じ
、
そ
の
額
を
１
週
間
の
勤
務
時

間
に
52
を
乗
じ
た
も
の
で
除
し
た
額

と
さ
れ
て
い
る
（
給
与
法
第
19
条
）
。

算
定
を
示
せ
ば
【
図
１
】
の
と
お
り

と
な
る
。

地
方
公
務
員
の
場
合
、
地
公
法
に

は
「
時
間
外
を
条
例
で
規
定
す
る
」

こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
何
を
基

準
に
す
る
か
」
で
「
根
拠
が
労
基
法
」

と
な
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
算
定
を

適
用
せ
ず
、
【
図
２
】
の
よ
う
な
算

定
方
法
を
用
い
て
、
時
間
外
勤
務
手

当
の
単
価
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
時
間
単
価
算
出
に
お
け

る
分
母
部
分
の
取
り
扱
い
は
、
年
間

労
働
時
間
の
算
出
に
つ
い
て
も
依
然

と
し
て
国
家
公
務
員
を
準
じ
て
お
り
、

労
基
法
に
準
じ
て
い
な
い
場
合
が
多

い
。
労
基
法
は
「
所
定
内
労
働
時
間
」

と
し
て
、
月
給
者
の
場
合
の
１
年
間

の
通
常
の
労
働
時
間
数
の
計
算
は
、

就
業
規
則
等
で
、
国
民
の
祝
日
等
を

休
日
と
定
め
て
い
る
場
合
、
こ
れ
ら

の
休
日
を
通
常
の
労
働
時
間
の
算
定

か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
地
方
公
務
員
の
場
合
、

条
例
等
で
週
休
日
の
ほ
か
、
国
民
の

祝
日
、
年
末
年
始
の
休
日
な
ど
を
定

め
て
い
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
休
日
は

労
働
時
間
の
算
定
か
ら
除
く
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
１
週

間
の
勤
務
時
間
が
38.

75
時
間
で
あ

る
場
合
、
分
母
は
「
38.

75
×
52
」

か
ら
、
少
な
く
と
も
国
民
の
祝
日
、

年
末
年
始
の
休
日
を
減
じ
た
時
間
と

な
り
、
そ
の
分
、
勤
務
１
時
間
あ
た

り
の
給
与
額
は
高
く
な
る
。
【
図
２
】

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
時
間
外
勤

務
手
当
を
何
を
基
準
に
し
て
い
る
か
」

に
よ
っ
て
、
単
純
に
比
較
し
て
も
単

価
に
差
が
生
じ
て
し
ま
う
た
め
、

「
根
拠
は
労
基
法
」
を
基
本
と
し
な

が
ら
、
速
や
か
に
改
善
を
は
か
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
今
年
は

「
山
の
日
」
が
祝
日
と
し
て
増
え
て

い
る
こ
と
も
あ
り
、
祝
日
が
除
か
れ

て
い
る
自
治
体
で
も
規
則
の
改
正
が

必
要
な
場
合
も
あ
る
。
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時間外勤務手当の算出方法 『
国
と
同
様
』
単
価
に
差

【図１】国家公務員の勤務１時間あたりの給与額

■ 算出方法

〔俸給の月額＋地域手当〕×１２÷

３８．７５〔１週間の勤務時間〕×５２

★月額２０万円の場合★

２０万円×１２÷３８.７５×５２＝１,１９０円

【図２】地方公務員の勤務１時間あたりの給与額

■ 算出方法

〔俸給の月額＋地域手当〕×１２÷

３８．７５〔１週間の勤務時間〕×５２

－〔国民の祝日＋年末年始休日〕×７．７５

★月額２０万円の場合★

２０万円×１２÷３８．７５×５２

－（１６日＋５日）×７．７５＝１８５２

※国民の祝日・年末年始休日は２０１７年度の場合を想定※

＝ １,２９６円

◆１時間あたりの単価

月例給20万円で106円の差が生じる

ちなみに 月例給30万円だと１５８円の差が生じる

幹
事
会
で
は
、
時
間
外
勤
務
手
当
に
お
け
る
「
勤
務
１
時

間
あ
た
り
の
給
与
額
」
の
算
出
方
法
に
つ
い
て
、
国
家
公

務
員
と
同
様
と
し
て
い
る
自
治
体
が
数
単
組
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
地
方
公
務
員
の
場
合
、
条
例
で
単
純

に
『
国
と
同
様
』
と
し
て
い
る
場
合
、
時
間
外
勤
務
手
当

に
お
け
る
単
価
が
低
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
た
だ
ち
に

是
正
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
今
号
で
は
、
そ
の
問
題
点

に
つ
い
て
解
説
す
る
。

１
時
間
あ
た
り
「
１
０
６
円
」

どうなって
ますか?

参考:月給20万円で月20時間ずつ20年間超勤した場合

1,299円×1.25×20時間×12＝389,700円×20年

7,794,000円

1,190円×1.25×20時間×12＝357,000円×20年

7,140,000円 差額 654,000円！


